
船 橋 市 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 民 の 自 主 的 な 学 習 活 動 、 学 校 の 授 業 又 は 市 主 催 の

各 種 講 座 等 を 実 施 す る に 際 し 、 と も に 学 び 教 え あ う 精 神 の も と 、 知 識 ､ 技 能

お よ び 技 術 を 有 す る 者 の 能 力 ・ 特 技 を 活 用 す る こ と に よ り 、 「 ふ な ば し 一 番 星

プ ラ ン 」 の 趣 旨 を 踏 ま え 、 市 民 の 生 き が い づ く り を 援 助 す る こ と を 目 的 と し 、 生

涯 学 習 の 推 進 と 生 涯 学 習 社 会 の 実 現 を め ざ す 。  

 

（ 名 称 ）  

第 ２ 条  本 事 業 の 名 称 は 、 船 橋 市 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 （ 以 下 「 サ ポ ー ト 事

業 」 と い う 。 ） と す る 。  

 

（ 登 録 要 件 ）  

第 ３ 条  サ ポ ー ト 事 業 に は 、 こ の 事 業 の 目 的 に 賛 同 し 、 日 常 生 活 及 び 教 養 ・

趣 味 ・ ス ポ ー ツ そ の 他 の 分 野 に つ い て 知 識 、 技 能 及 び 技 術 を 有 す る 原 則 市

内 に 在 住 、 在 勤 又 は 在 学 す る 者 で ､ 無 償 で 派 遣 で き る 人 材 を 登 録 す る ｡ た

だ し 、 サ ポ ー ト 事 業 推 進 に 関 し 支 障 を き た す 恐 れ の あ る 者 は 登 録 で き な い 。  

 

（ 登 録 申 請 ）  

第 ４ 条  登 録 を 希 望 す る 者 は 、 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 登 録 申 請 書 （ 様 式 第

１ 号 ） に 必 要 事 項 を 記 入 の 上 、 生 涯 学 習 推 進 本 部 長 に 提 出 す る ｡  

２  生 涯 学 習 推 進 本 部 は 、 サ ポ ー ト 事 業 登 録 者 名 簿 を 整 備 す る ｡  

 

（ 登 録 事 項 の 変 更 ）  

第 ５ 条  登 録 者 は 、 登 録 申 請 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 速 や か に 生 涯 学

習 推 進 本 部 長 に 連 絡 す る ｡  

 

（ 登 録 期 間 及 び 更 新 ）  

第 ６ 条  登 録 期 間 は 、 ２ 年 間 と す る ｡  

２  登 録 期 間 終 了 後 、 引 き 続 き 登 録 を 希 望 す る 者 は 、 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業

登 録 更 新 申 請 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 生 涯 学 習 推 進 本 部 長 に 提 出 す る ｡  

 

（ 登 録 取 り 消 し ）  

第 7 条  登 録 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 当 該 登 録 を 取 り 消 す こ と

が で き る ｡  

（ １ ） 登 録 者 が 、 サ ポ ー ト 事 業 の 目 的 又 は 登 録 要 件 に 反 す る 行 為 を し た と

き 。  

（ ２ ） 虚 偽 の 申 請 内 容 に よ り 登 録 し た と き 。  



（ ３ ） そ の 他 、 サ ポ ー ト 事 業 の 推 進 上 支 障 が あ る と 認 め た と き 。  

 

（ 登 録 分 類 ）  

第 ８ 条  登 録 内 容 は ､ 別 表 の 登 録 分 類 表 に よ る ｡  

 

（ 利 用 者 ）  

第 ９ 条  サ ポ ー ト 事 業 を 利 用 で き る 者 は 、 原 則 と し て 市 内 に 在 住 、 在 勤 又 は 在

学 す る 者 と す る 。  

 

（ 利 用 方 法 ）  

第 １ ０ 条  サ ポ ー ト 事 業 を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 活 動 場 所 を 用 意 し 、

原 則 と し て 利 用 希 望 日 の １ ヶ 月 前 ま で に 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 利 用 申 込

書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 生 涯 学 習 推 進 本 部 長 に 提 出 す る ｡  

２  生 涯 学 習 推 進 本 部 長 は 、 前 項 の 申 込 み が あ っ た と き は 、 登 録 者 と 協 議

し 、 そ の 結 果 を 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 利 用 可 否 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４

号 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る ｡  

 

（ 利 用 制 限 ）  

第 １ １ 条  サ ポ ー ト 事 業 は 、 特 定 の 政 治 、 宗 教 等 を 支 持 し 宣 伝 し 、 若 し く は 反

対 、 又 は 営 利 を 目 的 と し て 利 用 す る こ と は で き な い ｡  

 

（ 利 用 報 告 ）  

第 １ ２ 条  利 用 者 は 、 事 業 終 了 後 ２ ０ 日 以 内 に 、 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 利 用

報 告 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 、 生 涯 学 習 推 進 本 部 長 に 提 出 す る ｡  

 

（ 利 用 料 ）  

第 １ ３ 条  サ ポ ー ト 事 業 の 利 用 料 は 無 料 と す る ｡ た だ し 、 教 材 費 、 登 録 者 の 交

通 費 、 そ の 他 の 必 要 経 費 に つ い て は 、 利 用 者 の 負 担 と す る ｡  

 

（ 庶 務 ）  

第 １ ４ 条  サ ポ ー ト 事 業 に 関 す る 庶 務 は 、 生 涯 学 習 担 当 課 に お い て 処 理 す る ｡  

 

附  則   

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ３ 年 ３ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

附  則   

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ ９ 日 よ り 施 行 す る 。  

附  則   

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

 



様 式 第 １ 号  

 

                                       年   月   日  

船 橋 市 生 涯 学 習 推 進 本 部  

本 部 長        あ て  

                           申 請 者 氏 名                        

 

生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 登 録 申 請 書  

 

 下 記 の と お り 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 に 登 録 し た い の で 、 船 橋 市 生 涯 学 習 サ

ポ ー ト 事 業 実 施 要 綱 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 申 請 し ま す 。  

記  

ふ り が な  

氏   名  

 

 
生 年 月 日   年   月   日  性 別   

住   所  

〒  

電 話  

( 自 宅 )  

 

( 携 帯 )  

 

F A X  
 

 

 

サ ポ ー ト 内 容  

（ 指 導 内 容 ）  

 

 

 

 

 

 

分 類 コ ー ド  ＊  

 

 

活  

 

動  

 

内  

 

容  

 

 

曜  日  月  火  水  木  金  土  日  ( 備 考 )  

時  間    時   分  ～   時   分  

指  導  

対 象者 

① 乳 幼 児  ② 子 ど も  ③ 青 少 年  

④ 一 般    ⑤ 高 齢 者  

⑥ そ の 他 （              ）  

( 性 別 )  

区 別 無 し  

男 性 の み  女 性 の み  

対 象 人 数  ～    人  （ 備 考 ）  

対 象  

レ ベ ル  

① 初 級   ② 中 級   ③ 上 級   ④ そ の 他 （          ）    

教 材 等  
① な し   ② あ り （ 概 略                  円 ）  

③ そ の 他 （                           ）  

未 成 年 者 は 、 保 護 者 の 同 意 が 必 要 で す 。  

＊ 印 は 、 生 涯 学 習 推 進 本 部 で 記 入 し ま す 。                （ 裏 面 へ ）  



 

上 記 の 申 請 に つ い て 、 同 意 し ま す 。   （ 保 護 者 ）             

 

所

有

資

格  

 

活 動 経 験

等  

１ ．  

 

２ ．  

 

３ ．  

 

問

合

先  

名  称  
 

 

電

話  
 

住  所  
 

 

公 開 の 有 無  
サ ポ ー ト 事 業 登 録 名 簿 に よ る 情

報 の 公 開 を 承 認 す る   

①  す る  

 ②  し な い  

（ 備 考 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 第 ２ 号  

 

                                         年   月   日  

 

 

船 橋 市 生 涯 学 習 推 進 本 部   

本 部 長        あ て   

 

                      住 所  

           登 録 更 新 申 請 者      

                      電 話 番 号 （ 自 宅 ）  

                             （ 携 帯 ）  

                      氏 名                   

 

 

生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 登 録 更 新 申 請 書  

 

 下 記 の と お り 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 登 録 を 更 新 し た い の で 、 船 橋 市 生 涯 学

習 サ ポ ー ト 事 業 実 施 要 綱 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 申 請 し ま す 。  

 

 

記  

 

 

登 録 更 新 期 間         年   月   日  ～    年   月   日   

 

 

 

 



様 式 第 ３ 号  

 

                                        年   月   日  

 

船 橋 市 生 涯 学 習 推 進 本 部  

本 部 長        あ て  

                   

                          

 

 

 

 

 

 

    

生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 利 用 申 込 書  

 

 下 記 の と お り 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 を 利 用 し た い の で 、 船 橋 市 生 涯 学 習 サ

ポ ー ト 事 業 実 施 要 綱 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 申 込 み ま す 。  

 

記  

 

日     時  

（ 備   考 ）  

      年    月    日 （   ）  

       時    分  ～    時    分  

場     所   

サ ポ ー ト 内 容   

団   体   名   

参 加 予 定 人 数        人  

参  加  対 象 者   

利  用  目  的   

備    考  
（ 希 望 の 講 師 等 ）  

 

 

 
 

住  所                

申 請 者  
 

氏  名                

 
 

電  話                   



様 式 第 ４ 号  

 

                          船 教 社 第     号   

                                         年   月   日  

 

 

       

                               様  

 

 

                         船 橋 市 生 涯 学 習 推 進 本 部  

                      本 部 長        

                                           

 

生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 利 用 可 否 決 定 通 知 書  

 

     年   月   日 付 け で 、 申 込 の あ っ た 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 に つ い て

下 記 の と お り 決 定 し た の で 、 船 橋 市 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 実 施 要 綱 第 １ ０ 条

第 ２ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

 

記  

 

１ ．  実 施 す る  

日     時  
   年    月    日 （   ）  

       時    分  ～      時    分  

場     所   

サ ポ ー ト 者 名   

サ ポ ー ト 内 容   

教  材  費  等  

１ ．  な  し  

２ ．  あ  り （ 概 略             円 ）  

３ ．  そ の 他  

（                       ）  

実  施  条  件  

・ 実 施 に あ た っ て は 、 サ ポ ー ト 者 と 十 分 な 連 絡 を 取 っ

て く だ さ い 。  

・ 船 橋 市 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 実 施 要 綱 第 １ １ 条

の 規 定 に 該 当 す る と 認 め ら れ た 場 合 は 、 サ ポ ー ト

事 業 を 実 施 で き ま せ ん 。  

２ ．  実 施 し な い  

   （ 理 由 ）  

 



様 式 第 ５ 号  

 

                                         年   月   日  

 

 船 橋 市 生 涯 学 習 推 進 本 部  

   本 部 長        あ て  

 

 

                      住 所  

                利 用 者     

                      氏 名  

   

生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 利 用 報 告 書  

 

 下 記 の と お り 生 涯 学 習 サ ポ ー ト 事 業 を 利 用 し た の で 、 船 橋 市 生 涯 学 習 サ ポ

ー ト 事 業 実 施 要 綱 第 １ ２ 条 の 規 定 に よ り 報 告 し ま す 。  

 

記  

 

日     時  

 

    年    月    日 （   ）  

       時    分  ～      時    分  

 

場     所   

サ ポ ー ト 内 容   

団   体   名   

参  加   人  数                                       人  

意  見 ・ 感  想   

 

 


